
報告第 １ 号  

 

     

専決処分事項の報告について 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に基づき、

下記の件について３９件の専決処分をしたので、同条第２項の規定により報

告する。 

 

 

      

令和 ８ 年 ２ 月 ５ 日 

 

 

       

提出者  国 立 市 長    濵 﨑 真 也 

 

 

記 

     

旧国立市立学校給食センター会計年度任用職員に対する報酬の未払に

係る和解について 



専 決 処 分 書 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定による平

成２４年１２月２０日議会の議決により指定された「市長の専決事項の指定

について」に基づき、次のとおり３９件の専決処分をする。 

 

    令和 ８ 年 １ 月 ２３ 日 

 

国 立 市 長    濵 﨑 真 也 

 

 

記 

     

旧国立市立学校給食センター会計年度任用職員に対する報酬の未払に

係る和解について 

 

 令和３年６月から令和５年７月までの間の勤務において発生した、旧国立

市立学校給食センター会計年度任用職員に対する時間外勤務手当に相当する

報酬の未払について、次のとおり和解する。  

 

１ 各和解の相手方  

   住所及び氏名 別紙のとおり  

 

２ 各和解の内容  

(１) 国立市は、本件報酬の未払に係る和解金として、別紙記載の金員を

負担する。  

(２) 上記以外の債権、債務はない。  

 

以上 

 

 



別紙  

 

番号  住所  氏名  支払額  

１ 国立市内  氏名１  １２５，４９３円  

２ 国立市内  氏名２  １１１，７４６円  

３ 国立市内  氏名３  １０７，６８４円  

４ 国立市内  氏名４  １０２，８１９円  

５ 国立市内  氏名５  ９７，０８７円  

６ 国立市内  氏名６  １２７，８９７円  

７ 国立市内  氏名７  ４３，８９８円  

８ 国立市内  氏名８  １０６，９１５円  

９ 国立市内  氏名９  ９２，３８７円  

１０  国立市内  氏名１０  ７９，９１２円  

１１  国立市内  氏名１１  １０７，２２７円  

１２  国立市内  氏名１２  ６６，２０７円  

１３  国立市内  氏名１３  ４８，４９７円  

１４  国立市内  氏名１４  ４４，８７７円  

１５  国立市外  氏名１５  ９８，３５５円  

１６  国立市外  氏名１６  １１６，１６５円  

１７  国立市内  氏名１７  ９１，４４１円  

１８  国立市外  氏名１８  １５３，０４４円  

１９  国立市内  氏名１９  １１４，７５０円  

２０  国立市外  氏名２０  ５２，０２６円  

２１  国立市内  氏名２１  ６７，１１６円  

２２  国立市内  氏名２２  １３７，０８９円  

２３  国立市外  氏名２３  １１３，７９８円  

２４  国立市外  氏名２４  ２８，７４２円  

２５  国立市内  氏名２５  ４４，４７１円  

２６  国立市外  氏名２６  ９９，５１３円  

２７  国立市外  氏名２７  １０１，５００円  

２８  国立市外  氏名２８  ６５，５０９円  



２９  国立市外  氏名２９  ３４，１８０円  

３０  国立市外  氏名３０  ９４，４２７円  

３１  国立市外  氏名３１  ２５，３６１円  

３２  国立市外  氏名３２  ６０，１７１円  

３３  国立市外  氏名３３  ２１，７６９円  

３４  国立市外  氏名３４  ４１，１２２円  

３５  国立市外  氏名３５  １６，７２４円  

３６  国立市外  氏名３６  １２，９０３円  

３７  国立市内  氏名３７  ８０，８４３円  

３８  国立市外  氏名３８  ７５，３１６円  

３９  国立市外  氏名３９  ６９，４３９円  

 


